
 

 

 

 

 

 

 

白山市河合町地内の地すべり災害にかかる 

施設利用者の大型家電製品の搬出のための 

一時立入りの実施について 

 

３月１０日に、白山市河合町地内で発生した地すべり災害に関して、安全確認を

徹底したうえ、現地福祉施設入所者の大型家電製品（洗濯機・冷蔵庫等）の搬出を

行うための一時立入りを実施します。 

 

記 

 

１ 日 時  

令和８年４月１２日（日） ９：００～１６：００ 

    ４月１３日 (月)   ９：００～１６：００ 

※天候等により順延の場合あり 

（※順延の場合は各日７時までに各社に FAXします）。 

 

２ 留意事項 

・ 県道通行止め区間の一般車両通行はできません。 

・ 現地（県道通行止め区間含む）への立入りは、福祉施設職員並びに入居者

家族に制限します。報道機関スタッフの現地立入りはご遠慮願います。 

 

 ３ 当日の取材等連絡先 

    ４月１２日 石川農林総合事務所森林部 （０７６）２７２－１１７１ 

    ４月１３日 森林管理課        （０７６）２２５－１６４４ 

資 料 提 供  

令和８年４月１０日 

農林水産部森林管理課 

山名、疋田 

内線 4800 

外線 (076)225-1640 


